




【参 考】 

【主催】東京都福祉保健局 

あなたが守る従業員の生きがい～企業でできるがん対策～ 

がんの早期発見及びがん患者の治療と仕事の両立支援に関する 

正しい理解のためのシンポジウムを開催します！ 

東京都では、働き盛りの世代が健康に自分らしく働き続けられるよう、企業でがん検診を

行う重要性や、従業員が、がんになった時に求められる配慮や対応など、企業のがんに関す

る正しい理解を促進するためのシンポジウムを開催いたします。ぜひ御参加ください。 

≪本シンポジウムの背景≫ 

○ 現在、東京都民の推計がん患者数のうち約３割が２５歳から６４歳の働く世代です。しか

し、がんに罹患しても早期に発見され、適切な治療がなされれば、治るケースやがんを抱

えながら生活し、働くことができるようになってきました。 

○ また、平成２８年１２月にがん対策基本法が改正され、企業は、「事業主の責務として、

従業員が、がんになっても雇用の継続に配慮するよう努めること」が明記されました。 

【がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）】（抜粋） 

（事業主の責務） 

第八条 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん

対策に協力するよう努めるものとする。 

≪シンポジウムの内容≫ 

１ 日 時  平成 29年 3月 6日（月曜日）  

午後 2時から午後5時15分まで（午後１時開場） 

２ 場 所  イイノホール（千代田区内幸町二丁目1番1号） 

３ プログラム ～ 詳細は開催案内（チラシ）参照 

  第一部 基調講演 

  第二部 発表 

  第三部 表彰式・トークショー 

４ 申込方法 詳細はチラシの裏面を御覧ください。 

５ 問合せ先（以下の業者は本シンポジウム運営受託業者です。） 

  （株）成光社（シンポジウム開催事務局）０３－５６５１－７３２５ 

【平日 午前9時～午後5時】     
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